
１
．
安
保
３
文
書
に
見
る
改
憲
の
姿

憲
法
の
毀
損
と
無
視

岸
田
政
権
の
政
策
の
中
で
憲
法
は
完
膚

な
き
ま
で
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
。
昨
年
12

月
16
日
、
「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」
、

「
国
家
防
衛
戦
略
」
、
「
防
衛
力
整
備
計

画
」
と
い
う
安
保
３
文
書
が
閣
議
決
定
さ

れ
た
。

安
保
３
文
書
は
、
自
ら
、
「
戦
後
の
我

が
国
の
安
全
保
障
政
策
を
実
践
面
か
ら
大

き
く
転
換
さ
せ
る
も
の
」
と
位
置
づ
け
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
、
基
本
法
で

あ
る
憲
法
に
照
ら
し
た
厳
し
い
検
証
が
求

め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
一
切
な
さ
れ
な
い
ま

ま
、
国
会
に
諮
る
こ
と
の
な
い
閣
議
決
定

の
形
式
で
国
家
的
政
策
と
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
実
態
・
手
続
双
方
に
お
い
て
憲
法

破
壊

改
憲

は
極
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

２
．
法
の
拘
束
性
と
実
効
性

法
が
法
と
し
て
の
効
力
を
も
つ
に
は
拘

束
性
と
実
効
性
の
要
素
が
必
要
と
さ
れ
る

が
、
憲
法
に
つ
い
て
は
国
家
権
力
に
対
し

て
憲
法
を
遵
守
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
拘

束
性
と
国
家
に
よ
っ
て
そ
れ
が
現
実
に
守

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
実

効
性
と
が
問
題
と
な
る
。

日
本
国
憲
法
の
場
合
、
特
に
９
条
の
よ

う
な
政
治
の
た
だ
中
に
置
か
れ
る
規
範
に

つ
い
て
は
、
違
憲
の
政
治
実
例
に
よ
っ
て

実
効
性
が
大
き
く
傷
つ
け
ら
れ
た
状
態
に

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
政
権
勢
力

側
が
壊
憲
を
徹
底
さ
せ
て
も
な
お
明
文
改

憲
を
執
拗
に
追
求
す
る
理
由
と
、
ま
た
私

た
ち
が
憲
法
を
守
り
抜
く
意
義
も
あ
る
。

３
．
明
文
改
憲
の
今
日
の
焦
点

緊
急
事
態
の
議
員
任
期
延
長

国
家
緊
急
権
は
戦
争
や
内
乱
、
大
規
模

災
害
な
ど
の
事
態
に
お
い
て
権
力
を
執
行

権
に
集
中
さ
せ
、
国
民
の
人
権
を
制
限
し

地
方
自
治
に
も
介
入
し
て
、
憲
法
を
実
質

的
に
一
時
停
止
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
緊

急
事
態
に

は
あ
く
ま

で
立
憲
主

義
に
即
し

た
参
議
院

の
緊
急
集

会
制
度

（
54
条
）

で
対
応
す

る
方
法
を

採
る
こ
と

に
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
仕
組
み
こ
そ
大

切
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
参
照
、
日
本
国
憲
法

第
４
章
国
会

第

54
条
【
衆
議
院
の
解
散
、
特
別
会
、
参
議

院
の
緊
急
集
会
】
２

衆
議
院
が
解
散
さ

れ
た
と
き
は
、
参
議
院
は
、
同
時
に
閉
会

と
な
る
。
但
し
、
内
閣
は
、
国
に
緊
急
の

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
参
議
院
の
緊
急
集

会
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
３

前
項

但
書
の
緊
急
集
会
に
お
い
て
採
ら
れ
た
措

置
は
、
臨
時
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
国

会
開
会
の
後
10
日
以
内
に
、
衆
議
院
の
同

意
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
ふ
。
）

４
．
ど
う
し
て
も
明
文
改
憲
の
阻
止
を

私
が
断
固
と
し
て
主
張
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
憲
法
の
生
命
力
、
つ
ま
り
権
力
に

対
す
る
拘
束
力
の
強
さ
で
あ
る
。

確
か
に
今
、
そ
の
拘
束
力
は
深
く
毀
損

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
憲
法
規
範
が
維

持
さ
れ
て
い
る
限
り
、
私
た
ち
の
憲
法
を

守
る
意
識
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、
憲
法
は

仮
死
状
態
か
ら
蘇
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
切
の
明
文
改
憲
を
阻
止
す
る
こ
と
に
努

力
を
傾
け
た
い
と
思
う
。
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、
13
時
か
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30
分
間
、
本

厚
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駅
北
口
で
「
大
軍
拡
・
大
増
税
反

対
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。
左
は
7
月
19
日
の
写
真
で
す
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会
員
の
皆
さ
ま
に
家
族
会
員
を
増
や
す
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
。

ご
家
族
で
会
員
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
方
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

連
絡
先
ま
で
お
電
話
、
F
A
X
、
メ
ー
ル
な
ど
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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憲
法
の
拘
束
力
は
健
在

権
力
が
壊
憲
し
尽
く
し
て
も
な
お
明
文
改
憲
に
固
執
す
る
理
由

憲
法
の
拘
束
力
は
健
在

権
力
が
壊
憲
し
尽
く
し
て
も
な
お
明
文
改
憲
に
固
執
す
る
理
由

平
和
を
願
う
人
び
と
に
愛
さ
れ
、
歌
い

継
が
れ
て
来
た
「
青
い
空
は
」
の
作
詞
者
、

小
森
香
子
さ
ん
が
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
も
ま
た
、
あ
の
忌
ま
わ
し
い
八
月
が

や
っ
て
き
ま
し
た
。
小
森
さ
ん
は
「
青
い

空
は
」
の
一
番
で
「
…
燃
え
る
八
月
の
朝

影
ま
で
燃
え
つ
き
た

父
の
母
の
兄
弟
た

ち
の

い
の
ち
の
重
み
を

肩
に
せ
お
っ

て

胸
に
い
だ
い
て
‥
・
」
と
被
爆
の
惨

状
と
自
ら
の
覚
悟
を
を
訴
え
、
ま
た
、
三

番
で
は
「
す
べ
て
の
国
か
ら

い
く
さ
の

火
を
消
し
て
‥
・
」
と
詠
わ
れ
ま
し
た
。

17
年
前
の
「
あ
つ
ぎ
・
九
条
の
会
」
設

立
時
に
、
小
森
香
子
さ
ん
の
ご
子
息
、
陽

一
さ
ん
（
当
時
、
東
京
大
学
・
文
学
部
助

教
授
）
が
記
念
講
演
を
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。
講
演
終
了
後
、
ロ
ビ
ー
で
お
会
い
し

た
小
森
陽
一
さ
ん
に
「
お
母
様
の
お
創
り

に
な
っ
た
青
い
空
は
大
好
き
で
す
。
」
と

申
し
上
げ
る
と
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
、
母
に
申
し
伝
え
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ

ら
れ
ま
し
た
。

敗
戦
後
数
年
、
日
本
国
中
、
衣
食
住
す

べ
て
に
こ
と
を
欠
き
、
筆
舌
に
尽
く
し
が

た
い
時
代
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余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
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は
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か
て
て
加

え
て
、
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
で
職
場
か
ら
追
放
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す
が
、
そ
の
後
も
働
き
な

が
ら
、
旗
幟
を
鮮
明
に
、
創
作
に
励
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れ

き

し
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時
に
、
小
森
香
子
さ
ん
の
ご
子
息
、
陽

一
さ
ん
（
当
時
、
東
京
大
学
・
文
学
部
助

教
授
）
が
記
念
講
演
を
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。
講
演
終
了
後
、
ロ
ビ
ー
で
お
会
い
し

た
小
森
陽
一
さ
ん
に
「
お
母
様
の
お
創
り

に
な
っ
た
青
い
空
は
大
好
き
で
す
。
」
と

申
し
上
げ
る
と
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
、
母
に
申
し
伝
え
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ

ら
れ
ま
し
た
。

敗
戦
後
数
年
、
日
本
国
中
、
衣
食
住
す

べ
て
に
こ
と
を
欠
き
、
筆
舌
に
尽
く
し
が

た
い
時
代
を
余
儀
な
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ま
し
た
。

小
森
香
子
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ん
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は
、
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て
加
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ッ
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パ
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追
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が
、
そ
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も
働
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、
旗
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を
鮮
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創
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励
ま
れ

き
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。
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２
０
１
３
年
か
ら
、
国
を
団
体
と
し
て

捉
え
、
憲
法
９
条
を
保
持
す
る
「
日
本
国

民
」
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
と
、
推
薦
署

名
活
動
が
進
め
ら
れ
た
。
推
薦
は
受
理
さ

れ
候
補
に
あ
が
っ
た
が
、
「
日
本
国
民
」

は
受
賞
対
象
外
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ノ
ー
ベ
ル
委
員

会
事
務
局
長
の
「
受
賞
す
る
に
は
個
人
や

団
体
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
ア

ド
バ
イ
ス
が
あ
っ
た
。

日
本
政
府
は
こ
れ
ま
で
堅
持
し
続
け
た

専
守
防
衛
を
捨
て
、
自
衛
隊
が
海
外
で
武

力
行
使
を
可
能
と
す
る
集
団
的
自
衛
権
行

使
容
認
を
、
憲
法
九
条
を
無
視
し
て
強
行

し
た
。
さ
ら
に
「
先
制
攻
撃
」
を
可
能
と

す
る
「
敵
基
地
攻
撃
能
力
」
の
保
有
の
た

め
、
5
年
間
で
43
兆
円
の
税
金
を
投
入
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
が
決

し
て
二
度
と
戦
争
を
し
な
い
と
誓
っ
て
明

文
化
し
た
「
憲
法
九
条
」
に
全
く
違
反
し

て
い
る
。

憲
法
を
無
視
し
て
暴
走
を
続
け
る
岸
田

政
権
に
対
峙
し
て
い
る
の
が
、
人
権
・
平

和
・
民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
平
和
運
動

の
最
前
線
に
立
ち
続
け
て
い
る
全
国
組
織

の
、
司
法
で
戦
う
「
安
保
法
制
違
憲
訴
訟

全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
、
世
論
で
闘
う

最
大
の
護
憲
組
織
「
９
条
改
憲
 NO
!

全

国
市
民
ア
ク
シ
ョ
ン
」

の
両
団
体
。

こ
の
両
団
体
に
、
23
年
度
の
ノ
ー
ベ
ル

平
和
賞
授
与
の
実
現
に
向
け
て
集
め
た
、

推
薦
人
名
簿
（
１
２
３
名
）
、
共
通
推
薦

文
（
１
通
）
、
個
人
推
薦
文
（
２
通
）
、

補
充
書
（
６
通
）
を
ノ
ー
ベ
ル
委
員
会
へ

送
付
し
、
受
理
さ
れ
た
。

日
本
が
世
界
に
向
け
不
戦
を
誓
っ
た
憲

法
９
条
。
こ
の
憲
法
９
条
に
世
界
的
な
関

心
を
向
け
て
も
ら
い
、
こ
の
両
団
体
に
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
が
授
与
さ
れ
る
こ
と
を
力
強

く
後
押
し
す
る
署
名
活
動
が
、
実
行
委
員

会
に
よ
り
新
た
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
最

終
集
約
日
は
２
０
２
３
年
９
月
末
。

・
署
名
用
紙
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
お
よ
び

ネ
ッ
ト
署
名
サ
イ
ト
と
署
名
の
仕
方
を
下

の
欄
に
示
し
ま
す
。

＊
紙
の
署
名
の
郵
送
先
：
ニ
ュ
ー
ス
８
月

号
欄
外
の
連
絡
先
（
北
川
宛
て
）
に
9/20
迄
。

＊
個
人
情
報
が
記
入
さ
れ
て
い
る
署
名
用

紙
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
は
扱
え
ま
せ
ん
。
当
会

か
ら
実
行
委
員
会
へ
一
括
で
郵
送
し
ま
す
。

＊
「
性
」
「
名
」
「
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
」

を
入
力
し
、
「
今
す
ぐ
賛
同
」
を
ク
リ
ッ
ク
。

23
年
度
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
受
賞
発
表
は

23
年
10
月
６
日
（
金
）
18
時

（
日
本
時
間
）
。

「
憲
法
９
条
に
ノ
ー
ベ
ル

平
和
賞
」
が
授
与
さ
れ
る
こ

と
に
希
望
を
託
し
て
、
署
名

に

参

加

し

ま

し

ょ

う

。

（
「
憲
法
９
条
に
ノ
ー
ベ
ル

平
和
賞
を
」
実
行
委
員
会
ニ
ュ
ー

ス
No
22
よ
り
）（

北
川
和
麿
）

◆
核
兵
器
禁
止
条
約
の
批
准
・
署
名
を

今
年
の
８
月
で
日
本
の
敗
戦
か
ら
78
年
。

日
本
軍
の
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
奇
襲
で
始
ま
っ

た
太
平
洋
戦
争
。
ア
ジ
ア
で
２
千
万
人
、

日
本
で
３
１
０
万
人
の
命
が
犠
牲
に
。
東

京
大
空
襲
、
広
島
・
長
崎
の
原
爆
投
下
の

惨
禍
。
二
度
と
戦
争
を
し
な
い
と
誓
っ
て

生
ま
れ
た
憲
法
九
条
。
平
和
を
求
め
る
世

界
の
う
ね
り
で
発
効
し
た
核
兵
器
禁
止
条

約
。
戦
争
唯
一
の
被
爆
国
日
本
。

被
爆
地
広
島
出
身
の
岸
田
首
相
。
な
ぜ
、

世
界
か
ら
核
兵
器
を
な
く
し
、
平
和
を
求

め
る
条
約
の
批
准
・
署
名
が
で
き
な
い
の

か
。
小
学
生
に
解
る
よ
う
に
、
理
由
を
し
っ

か
り
と
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

（
和
）

◆
南
京
大
虐
殺
は
あ
り
ま
し
た

私
は
１
９
７
０
年
代
の
大
学
で
い
や
っ

と
い
う
ほ
ど
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
犬
丸
義

一
先
生
の
下
で
。
そ
の
手
口
・
殺
害
方
法

も
含
め
て
。
数
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
で
も
数
の
問
題
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
１
９
７
８
年
、
訪
中
団
の
一

員
と
し
て
南
京
を
お
と
ず
れ
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
お
会
い
し
た
老
婦
人
に
対
し

拙
い
中
国
語
で
そ
の
行
為
を
涙
な
が
ら
に

謝
り
ま
し
た
。
彼
女
は
「
謝
ら
な
く
て
い

い
、
あ
な
た
が
し
た
こ
と
で
は
な
い
」
。

穏
や
か
に
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

（
増
）

信
念
も
節
操
も
捨
て
宗
旨
変
え

支
持
率
は
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
で
マ
イ
ナ
ス
に

汚
染
水
処
理
水
で
す
と
嘘
を
つ
き

薄
め
て
も
汚
染
水
は
汚
染
水

核
禁
は

機
運
よ
り
も

風
如
く

ま
ど
ろ
っ
こ
し

核
禁
外
相

今
が
旬

忘
れ
て
る
憲
法
守
る
誓
約
書

九
条
を
実
行
し
て
も
金
い
ら
ぬ

日
本
で
も
で
き
る
ん
だ
ね
ス
ト
権
確
立

労
働
者
諸
君

胸
は
っ
て
君
の
存
在
主
張
せ
よ

２
０
１
３
年
か
ら
、
国
を
団
体
と
し
て

捉
え
、
憲
法
９
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を
保
持
す
る
「
日
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と
、
推
薦
署

名
活
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進
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は
受
理
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に
あ
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日
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国
民
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は
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た
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会
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が
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の
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ま
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け
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専
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外
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可
能
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集
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法
九
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を
無
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に
「
先
制
攻
撃
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を
可
能
と

す
る
「
敵
基
地
攻
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能
力
」
の
保
有
の
た

め
、
5
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間
で
43
兆
円
の
税
金
を
投
入
し
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る
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は
日
本
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争
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明
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違
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」
を
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。
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年
度
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ル
平
和
賞
の
受
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は
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年
10
月
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日
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金
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18
時

（
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時
間
）
。

「
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法
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ル
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が
授
与
さ
れ
る
こ

と
に
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を
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ま
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◆
核
兵
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禁
止
条
約
の
批
准
・
署
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を

今
年
の
８
月
で
日
本
の
敗
戦
か
ら
78
年
。

日
本
軍
の
ハ
ワ
イ
真
珠
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奇
襲
で
始
ま
っ

た
太
平
洋
戦
争
。
ア
ジ
ア
で
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千
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人
、

日
本
で
３
１
０
万
人
の
命
が
犠
牲
に
。
東

京
大
空
襲
、
広
島
・
長
崎
の
原
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投
下
の
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禍
。
二
度
と
戦
争
を
し
な
い
と
誓
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て

生
ま
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た
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法
九
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。
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和
を
求
め
る
世

界
の
う
ね
り
で
発
効
し
た
核
兵
器
禁
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条

約
。
戦
争
唯
一
の
被
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国
日
本
。

被
爆
地
広
島
出
身
の
岸
田
首
相
。
な
ぜ
、

世
界
か
ら
核
兵
器
を
な
く
し
、
平
和
を
求

め
る
条
約
の
批
准
・
署
名
が
で
き
な
い
の

か
。
小
学
生
に
解
る
よ
う
に
、
理
由
を
し
っ

か
り
と
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

（
和
）

◆
南
京
大
虐
殺
は
あ
り
ま
し
た

私
は
１
９
７
０
年
代
の
大
学
で
い
や
っ

と
い
う
ほ
ど
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
犬
丸
義

一
先
生
の
下
で
。
そ
の
手
口
・
殺
害
方
法

も
含
め
て
。
数
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
で
も
数
の
問
題
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
１
９
７
８
年
、
訪
中
団
の
一

員
と
し
て
南
京
を
お
と
ず
れ
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
お
会
い
し
た
老
婦
人
に
対
し

拙
い
中
国
語
で
そ
の
行
為
を
涙
な
が
ら
に

謝
り
ま
し
た
。
彼
女
は
「
謝
ら
な
く
て
い

い
、
あ
な
た
が
し
た
こ
と
で
は
な
い
」
。

穏
や
か
に
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

（
増
）

信
念
も
節
操
も
捨
て
宗
旨
変
え

支
持
率
は
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
で
マ
イ
ナ
ス
に

汚
染
水
処
理
水
で
す
と
嘘
を
つ
き

薄
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て
も
汚
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水
は
汚
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水
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禁
は

機
運
よ
り
も
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く

ま
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っ
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し
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外
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今
が
旬

忘
れ
て
る
憲
法
守
る
誓
約
書

九
条
を
実
行
し
て
も
金
い
ら
ぬ

日
本
で
も
で
き
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ん
だ
ね
ス
ト
権
確
立

労
働
者
諸
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胸
は
っ
て
君
の
存
在
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よ

２０２３年８月 あつぎ・九条の会 「新たな戦前ではなく永遠の戦後を」 No.２０２２０２３年８月 あつぎ・九条の会 「新たな戦前ではなく永遠の戦後を」 No.２０２

憲
法
９
条
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を

憲
法
９
条
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を

７
月
10
日
、
県
弁
護
士
会
の
憲
法
問
題

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
企
画
で
は
、
以
前
に
も
木
村
草
太
氏

に
よ
る
「
主
権
者
教
育
の
重
要
性
」
に
つ

い
て
の
お
話
等
、
強
く
共
感
し
た
覚
え
が

あ
り
ま
す
。

今
回
の
長
谷
部
教
授
の
話
は
、
自

民
党
が
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
様
々
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衛
政
策
や
解
釈
の
矛
盾
、
そ
の
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に
つ
い
て
、
憲
法
九
条
の
文
言

一
字
一
句
に
添
い
な
が
ら
、
特
に
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国
際

紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
」
戦
争
と
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力
に
よ
る
威
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ま
た
は
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力
の
行
使
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放
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る
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・
・
の
９
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の
文
言
に
添
っ

て
現
状
と
そ
の
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点
を
明
確
に
指
摘
す

る
展
開
で
し
た
。
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た
ち
市
民
が
何
と
な

く
感
じ
て
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る
危
う
さ
の
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拠
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論
理
的

に
示
さ
れ
、
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に
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と
落
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ま
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約
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の
講
義
の
あ
と
の
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提
出
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で
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弁
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の
方
々
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解
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変
更
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よ
る
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の
空
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が
一
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と
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、
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・
・
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。
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。
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も
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